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Q₁ 正社員・嘱託・パートの違いと労働条件格差
　当社では，正社員とその他の雇用形態の者との間で労働条件に

差異がありますが，定年後嘱託として再雇用した者について従来

と同じ仕事に従事させている場合，雇用形態が変わったというこ

とで賃金をダウンさせることは労基法違反となりますか。

Ａ
　パートタイマーや有期雇用労働者と通常の労働者・無期雇用労働者と
の間の雇用形態の差異を理由とする処遇条件の差異については，令和₂

年₄月₁日から施行されたパート・有期雇用労働法の定める不合理な待遇の禁
止や差別的取扱いの禁止のルールとの関係に注意することが必要ですが，ここ
では，労基法の均等待遇の規定（₃条）との関係を確認することにします。
　労基法第₃条は，労働条件についての差別的取扱いの禁止を定めていますが，
その対象となるのは，一定の限定された理由による差別的取扱いに限られます。
具体的には，労働者の国籍，信条，社会的身分のいずれかを理由とした差別の
みが同条の規制の対象となります。この場合の信条というのは宗教的な信念の
みでなく，政治的な信念も含むとされています。
　設問の正社員とか嘱託の区別は，社会的身分に該当するかどうかが問題とな
ります。この社会的身分とは生来的な地位をいうとされており，後発的な理由
による地位は含まれないということです。したがって，正社員とか，嘱託，
パートタイマーといった雇用形態の区分は，同条にいうところの社会的身分に

₁ 総　　則
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は該当しないことになります。仮に，正社員と嘱託が全く同じ業務に従事して
いたとしても，その間の労働条件の違いについて労基法第₃条が問題となるこ
とはありません（後述のパート・有期雇用労働法，民法の一般法理等に照らし
不合理な差別的処遇条件の格差は否定される可能性もありますが，ここでは，
契約条件としての有効性の検討には触れず，専ら労基法の規制との関係を検討
します。以下の設問も基本的に同様です）。
　なお，従来と同じ仕事をさせているということでご心配のようですが，労基
法第₃条に違反するか否かということに限っていえば，前述のような第₃条の
意味内容に照らすと，やはり違反とはなりません。
　このほか，従来と同じ仕事をしているのに賃金がダウンすることについては，
いわゆる同一労働・同一賃金の原則との関係を心配されるかもしれませんが，
この考え方は賃金の在り方に関する₁つの理念としての考え方であり，労基法
では，第₄条において男女同一労働・同一賃金の原則を定めているにすぎませ
ん（丸子警報器事件　長野地裁上田支部平8.3.15判決は，同一（価値）労働同一賃
金の原則が労働関係を規律する一般的な法規範として存在していると認めることは

できない，としています）。したがって，ご質問の取扱いの対象者が女性のみで
あるような場合を除けば，これも違反とはなりません。
　これに対し，定年後嘱託として再雇用する場合に，男女でその取扱いを区別
し，男性は従来どおりの処遇を継続するが女性はほかの判断要素において男性
と違うところが無いにもかかわらず雇用形態が変わったことを理由に賃金をダ
ウンさせるとか，男性は一律₂割の賃金ダウンにとどめるが女性は₄割のダウ
ンとするといった取扱いをすれば，これは労基法第₄条に違反する男女の性別
を理由とする賃金差別に該当することになるでしょう。
　繰返しになりますが，ここで労基法上は違反とはされないということである
としても，そのことでその格差等がすべての面で正当化されるということでは
ないことについては十分注意してください。
　定年後の継続雇用や再雇用の場合の処遇条件の低下の有効性についての裁判
所の判断も一様ではありませんでしたが，平成30年₆月₁日の長澤運輸事件最
高裁第二小法廷判決で一定の判断が示されています（Q219「定年前労働者と定
年後継続雇用労働者の処遇格差」参照）。
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　冒頭で触れたパート・有期雇用労働法や労働者派遣法の改正により求められ
る，雇用形態・就業形態に関わらない公正な待遇の確保の責任など，雇用形態
や就業形態の違いと労働条件の在り方の問題は，労基法だけで語れる状況では
ありません。パート・有期雇用労働法，労働者派遣法，これらに関連する行政
解釈や裁判例など，多方面からの情報を総合して合理的な対応を考えるべき状
況になっているといえます。  〔参照条文　労基法₃条，₄条〕

　

Q₂ 外国人の雇用と均等待遇の原則
　就労可能な在留資格を有する外国人を雇用する場合，いずれ本

国に帰ることが予想されるので，正社員ではなく嘱託の形で雇用

しようと思いますが，労働者の国籍を理由とした差別に該当しま

すか。

Ａ 　就労可能な在留資格を有するか否かにかかわりなく，現実に外国籍の
（あるいは日本国籍を有しない）者を労働者として使用するに際して，

その者の国籍を理由として労働条件について差別をすることは，労基法第₃条
に違反することになります。この違反は，外国人を不利に取り扱う場合が一般
的でしょうが，外国人を日本人よりも有利に取り扱うことも第₃条の均等待遇
の原則に違反することになります（日本人から見れば国籍を理由とした不利益
な取扱いになります）。
　なお，解雇も労基法第₃条の規制の対象と考えられていますので，いわゆる
雇用調整を実施するに当たり，国籍のみを判断材料にしてまず外国人を先に解
雇する，といった扱いをすれば，これも労基法第₃条に違反することになりま
す。
　就労可能な在留資格を有していなかったり，あるいは認められる就労の範囲
を超える違法な就労をした外国人は，出入国管理及び難民認定法により処罰の
対象となり，退去強制の対象となります。また，就労可能な在留資格を有しな
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いことを知りながら外国人を雇用し就労させた事業主も処罰の対象となります
が，このようないわゆる入管法に違反した就労であるか否かは労基法による差
別禁止の規定の適用の有無には影響がありません。不法就労であっても外国人
であるということで差別的な取扱いをすれば，それはそれで労基法違反として
の処罰の対象となります。
　国籍を理由とした差別的取扱いとは，国籍が差別の唯一の理由である場合に
限らず，いろいろな理由があったとしても，その中で国籍が実質的な原因に
なっている場合はこれに該当します。これに対し，外国人であるということ以
外の理由が実質的な処遇条件区別の理由となっている場合は，国籍を理由とす
る差別的取扱いには該当しません。
　国籍以外に実質的・合理的な処遇体系を区別する理由がないと考えられる場
合，たとえば，職務の内容や人材活用の仕組み等同じ処遇が前提とされている
同じカテゴリーの職員として，永住資格もあり日本を生活の根拠としている外
国人と日本人を同時に雇用した場合のように国籍以外の条件が同じ場合に，他
に合理的理由なく日本人と外国人の処遇条件に差異を設けることは，原則とし
て労基法違反となると考えられます。これに対し，国籍・信条・社会的身分以
外の理由による処遇条件の差については，それが民事訴訟として裁判で争われ
た場合に，合理的理由なしとして契約条件としての有効性を否定されることは
あり得るとしても，直ちに労基法第₃条違反ということにはなりません。
　設問の事例が労基法第₃条に違反するかどうかは，いずれ本国に帰るという
ことを理由にしていることの意味が，単に外国人であるということと同義であ
るのか，それ以外の処遇条件区別の合理的理由を意味しているのかが問題とな
ります。いずれ本国に帰るということが，単に雇用した会社の側の憶測ではな
く，在留資格や本人の説明から明らかであり長くても数年という短期的な雇用
とならざるを得ないことから，長期継続雇用を前提とした人材活用の在り方等
の一般社員の雇用管理体系となじまないため，一定の期間雇用を前提とした雇
用形態として予定されている嘱託雇用とし，その中で内外人を区別せずに職務
内容，処遇条件を平等に扱うのであれば，そのような取扱いは単に国籍を理由
とした差別ということはできず，労基法に違反するものではないと考えられま
す。ただし，パート・有期雇用労働法第₈条は，労働契約に期間の定めがある
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ことによる不合理な労働条件の禁止を定めていますから，この観点からの
チェックも必要となる場合があります。
〔参照条文　労基法₃条，労働施策総合推進法₇条，外国人労働者の雇用管理

の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針〕

　

Q₃ 使用人兼務役員や執行役員は労働者か
　当社の管理職のなかには取締役と部長職等の一定のポストを兼

任することがよくありますが，このような使用人兼務役員につい

ても労基法の規制は及ぶのでしょうか。

Ａ 　労基法の保護を受ける労働者とは，職業の種類を問わず事業又は事務
所に使用され賃金を支払われる者をいいます。事業（主）と労働者との

間は，労働者が使用者の指揮命令に従い労務を提供することと，使用者がこれ
に対する賃金を支払うことを内容とした労働契約（＝雇用契約）により結ばれ
ているという関係です。これに対し，取締役と会社との関係は，委任契約によ
り結ばれている関係であり，指揮命令を前提とした雇用関係とは異なる契約関
係です。したがって，行政解釈上，「法人，団体，組合等の代表者又は執行機
関たる者のごとく，事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は
労働者ではない」（昭23.1.9基発14，昭63.3.14基発150，平11.3.31基発168）とさ
れています。一方で，「法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者
が，工場長，部長の職にあって賃金を受ける場合は，その限りにおいて法第₉
条に規定する労働者である」（昭23.3.17基発461）ともされています。ここでは，
使用従属（指揮命令）の関係が存在するかどうかを判断基準として，業務執行
権を有する者や代表権を有する者は会社との間においてこのような関係に立た
ないことから労働者とはされず，一方，重役といっても代表権のない者につい
ては，現実にその者が担当している職務において労働者としての要件を満たし
ていれば，その者は労働者としての保護を受けるとされているわけです。
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